
 

 

 

阪神高速道路株式会社 第９回定時株主総会 

議事次第  

 

 

 

 

１．日 時  平成２６年６月２６日（木曜日） 午前１１時００分 

 

２．場 所  大阪市中央区久太郎町四丁目１番３号 

       当社 本社１１階会議室 

 

３．会議の目的事項 

   報告事項    第９期（平成２５年４月１日から平成２６年３月３

１日まで）事業報告、連結計算書類及び計算書類並び

に会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報

告の件          

   決議事項 

第１号議案  剰余金処分の件 

第２号議案  取締役選任の件 

第３号議案  監査役選任の件 

第４号議案  退任取締役に対する退職慰労金支給の件 
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（報告事項） 

事 業 報 告 

 

 

 

1. 企業集団の現況に関する事項 

(1) 事業の経過及びその成果 

当事業年度におけるわが国経済は、政府による一体的な取組の政策効果から、家計や企業

のマインドが改善し、消費等の内需を中心として景気回復の動きが広がりました。関西経済

についても、生産の増加や雇用情勢の改善などを受けて、景気は緩やかに回復しています。

また、阪神高速道路は昭和 39 年 6 月の最初の開通から間もなく 50 周年を迎えようとしてお

り、構造物の老朽化対策や長期的な視点に立った維持管理に対する要請が高まっています。

さらに、関係地方公共団体では、南海トラフ巨大地震を考慮した津波被害の想定が順次見直

されており、阪神高速道路においても津波防災対策の重要性が益々高まっています。 

このような経営環境の中、阪神高速グループは、「先進の道路サービスへ」という企業理念

の下、安全・安心・快適なネットワークを通じてお客さまの満足を実現し、関西のくらしや

経済の発展に引き続き貢献すべく、事業の着実な展開に努めて参りました。 

高速道路事業におきましては、ミッシングリンクを解消し、関西経済の発展に寄与するネ

ットワークを構築するため、現在建設中の路線やジャンクションの整備促進に努めました。

また、阪神高速道路を将来にわたって健全な状態で管理していくための長期的な視点での維

持管理のあり方について技術的な検討を行う「阪神高速道路の長期維持管理及び更新に関す

る技術検討委員会」の提言を受け、大規模更新等について検討を進め、1 月に「阪神高速道

路の更新計画（概略）について」を公表しました。今後、詳細な計画を策定の上、関係機関

と調整し、早期の事業着手を図って参ります。さらに、平成 26 年 4 月から消費税率等が 8％

になることに伴う通行料金への税負担の適正な転嫁と 3 月末で終了を予定しておりました通

行料金の割引の 3 年間延長を盛り込んだ協定変更を 3 月に独立行政法人日本高速道路保有・

債務返済機構（以下「機構」といいます。）との間で行うとともに、国土交通大臣から事業変

更の許可を受けました。 

その他の事業におきましても、休憩所事業、駐車場事業、第二阪奈有料道路等の道路マネ

ジメント事業等について引き続き実施しました。 

この結果、当事業年度における当社グループの営業収益は 329,329 百万円（前事業年度比

39.3％増）、営業損失は 1,453 百万円（前年同期は営業利益 2,520 百万円）、経常損失は 988 百

万円（前年同期は経常利益 3,155 百万円）、当期純損失は 1,945 百万円（前年同期は当期純利

益 1,727 百万円）となりました。 

なお、当事業年度における損失は、平成 24 年度補正予算（緊急経済対策）の一環として位

置づけられた「緊急修繕」の一部につきまして、高速道路事業に係る利益剰余金の活用を前

提に、機構への債務の引渡しを行わないで機構に帰属する道路資産を形成する事業を実施し

たことによるものです。 

事業別の状況につきましては、次のとおりです。 

 

＜高速道路事業＞ 

高速道路事業では、24 時間体制で大阪地区、兵庫地区及び京都地区において、新規開通し

た淀川左岸線を含む営業延長 259.1 ㎞にわたるネットワークの適正な管理に努めて参りまし

た。特に、「安全・安心・快適」の更なる追求のため、構造物の修繕に鋭意取り組んだほか、

平成 25 年 4 月 1 日から 

平成 26 年 3 月 31 日まで 
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通常実施している日常点検・定期点検に加え、橋梁の付属物等全ての構造物を対象に第三者

被害の発生危険箇所を洗い出した上で対象構造物の「安全総点検」を実施いたしました。併

せて、「安全・安心・快適」な道路サービスを引き続き提供するため、11 号池田線において

全面通行止めによるフレッシュアップ工事を行いました。 

高速道路通行台数は、一日当たり約 74 万台（前事業年度比 2.3％増）とやや増加傾向とな

りました。これにより、料金収入は 173,305 百万円（同 1.7％増）となりました。 

また、平成 24 年 3 月に策定しました「阪神高速道路株式会社経営改善計画」に基づき、平

成 25 年度も引き続きグループ経営の一層の効率化等により更なるコスト縮減を図るととも

に、そのコスト縮減の成果を活用して、「阪神高速で使える！ＥＴＣポイントプレゼント」を

はじめとしたお客さまサービス向上に係る施策を進めて参りました。 

高速道路の建設につきましては、平成 25 年 5 月 25 日には阪神高速 2 号淀川左岸線（島屋

～海老江 JCT：4.3 ㎞）、平成 25 年 12 月 15 日には 4 号湾岸線三宝出入口（一部除く）、平成

26 年 3 月 23 日には守口 JCT が開通しました。また、ミッシングリンクの解消に向け、淀川

左岸線や大和川線（三宝 JCT～三宅西）の整備を推進するとともに、松原 JCT 改良及び西船

場 JCT（信濃橋渡り線（仮称））の整備促進に努めて参りました。 

 

【建設中路線等（平成 26 年 3 月 31 日現在）】 

路  線  名 区   間 

大阪市道高速道路淀川左岸線 
(自) 大阪市此花区高見一丁目 

(至) 同市北区豊崎六丁目  （4.4km〔4.3km〕） 

大阪府道高速大和川線  
(自) 堺市堺区築港八幡町 

(至) 松原市三宅中八丁目  （9.1km〔4.1km〕） 

神戸市道高速道路 2 号線  
(自) 神戸市長田区南駒栄町 

(至) 同市同区蓮池町        （0.4km） 

大阪府道高速大阪松原線  

（松原ジャンクション改良） 
松原市大堀付近 

大阪府道高速大阪池田線  

（信濃橋渡り線（仮称）） 

(自)大阪市西区西本町 

(至)同市同区江戸堀 

（注）区間欄の（ ）は延長を示しており、そのうち、公共事業及び有料道路事業による 

合併施行区間を〔 〕の内数で記載しております。 

 

この結果、高速道路事業の営業収益は 316,718百万円（前事業年度比 42.2％増）となりました。ま

た、当事業年度における高速道路事業の新規投資は 31,561 百万円、防災安全対策や附属施設の

高度化等の改築等投資は 27,599百万円となりました。 

 

＜受託事業＞ 

受託事業につきましては、大阪府道高速大和川線の工事受託等により、営業収益は 8,584

百万円（前事業年度比 8.7％減）となりました。 

 

＜その他の事業＞ 

その他の事業につきましては、休憩所事業、駐車場事業、道路マネジメント事業、発生土

再生活用事業、国際コンサルティング事業等を展開してきました。 

道路マネジメント事業に関しましては、平成 24 年から実施している第二阪奈有料道路に係

る奈良県側の維持管理の包括マネジメントに引き続き、大阪府側の維持管理を受託しました。 

この結果、その他の事業の営業収益は 4,275 百万円（前事業年度比 6.3％減）となりました。 
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(2) 設備投資等の状況 

当事業年度中において実施しました当社グループの設備投資の総額は 6,607 百万円で、そ

の主な内容は次のとおりであります。 

①当事業年度中に完成した主要設備 

・高速道路事業  料金収受機械及び ETC 設備等の増設 

・その他の事業  賃貸住宅の増設 

②当事業年度において継続中の主要設備の新設、拡充 

・高速道路事業  料金収受機械及び ETC 設備等の拡充等 

③当事業年度に実施した重要な固定資産の売却、撤去・滅失 

・高速道路事業  料金収受機械設備の撤去 

・その他の事業  用途廃止建物等の売却 

 

(3) 資金調達の状況 

① 平成 25年 7月 23日及び平成 25年 11月 22日に機構から独立行政法人日本高速道路保

有・債務返済機構法第 12 条第 1 項第 4 号に基づき、各 71.07 億円、合計 142.14 億円の無

利子資金の借入れを行いました。 

② 平成 25 年 10 月 11 日、第 10 回社債（一般担保付、機構重畳的債務引受条項付）100

億円を発行しました。 

③ 平成 26 年 2 月 27 日、第 11 回社債（一般担保付、機構重畳的債務引受条項付）150 億

円を発行しました。 

④ 平成 26 年 3 月 28 日、株式会社三井住友銀行外 12 金融機関から総額 80 億円の借入れ

を行いました。 

 

(4) 対処すべき課題 

当社は、企業理念である「先進の道路サービスへ」の実現に向けて、第三次の計画となる

「中期経営計画（2014～2016）」を策定しました。本計画では、構造物の老朽化対策や長期

的視点に立った維持管理、新たな技術開発やノウハウの継承、道路ネットワークの着実な整

備や利用しやすい料金体系の実現、たゆまぬ経営改善、関連事業の一層の拡大などの経営課

題を踏まえた重点施策を取りまとめております。平成 26 年度は“視点を新たに「安全・安心・

快適」！”を阪神高速グループスローガンに掲げ、安全・安心・快適なネットワークの提供に

取り組んで参ります。 

今後 3 年間に重点的に実施する施策の概要は、次のとおりです。 

 

＜大規模更新・修繕等による長寿命化の推進＞ 

阪神高速道路を将来にわたって健全な状態に管理し、お客さまに安心してご利用頂けるよ

う、老朽化が進んだ構造物等の修繕事業等を進めるとともに、新たに大規模更新・修繕に取

り組みます。 

 

＜安全・安心・快適の追求＞ 

阪神高速をご利用いただく 1日 74万台のすべてのお客さまにとって安全で安心して運転し

やすく、快適な走行が可能な道路サービスを提供するため、日常維持管理、交通安全対策な

どのハード改良、CS 向上施策、ITS 技術の活用等を継続的に実施します。 

また、南海トラフ巨大地震による津波等に対応する防災対策を進めます。 

 

＜より利用しやすく＞ 

関西のくらしや経済の発展に寄与し、お客さまの利便性向上に資するミッシングリンク解
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消に向けたネットワーク整備等に着実に取り組むとともに、お客さまにとってわかりやすく、

道路網全体が効率的に利用される料金体系の実現に向けた検討を進めます。 

 

＜プロの仕事の徹底＞ 

今後の都市部における大規模更新・修繕等に対応するため、高品質で合理的な都市高速道

路の建設・管理、構造物の長寿命化、維持管理の効率化等の実現に向けた技術開発を戦略的

に進めます。 

 

＜関連事業・新規事業の展開＞ 

阪神高速グループにおいてこれまで培ってきた技術・ノウハウ、高架下等の道路空間や保

有する資産を有効に活用し、社会のニーズに応えるため、周辺の自動車専用道路等の一体的

管理受託、海外事業を含む土木・建築・補償コンサルティング事業、駐車場事業、保有資産

有効活用事業、ＥＴＣ活用事業等を積極的に展開します。 

 

＜環境にやさしく、地域・社会とともに＞ 

企業の信頼性を確保しつつ社会的責任を果たすため、地球環境の保全、都市環境との調和に

積極的に取り組むとともに、これまで培った技術やノウハウを活かし、地域社会へ貢献しま

す。 

 

＜阪神高速グループ全体の総合力向上＞ 

阪神高速グループ全体での企業価値向上を進めるとともに、グループ経営による効果を検証

し、道路サービスの更なる品質確保・向上を図り、持続発展する企業グループを目指します。 

 

＜たゆまぬ経営改善と働きがいのある職場の実現＞ 

財務基盤の強化と確実な債務返済を図るため、引き続きコストの縮減等による経営改善を進

めるとともに、経営計画・実績評価制度、人材マネジメント等を通じた働きがいのある職場

の実現、組織の生産性・効率性の向上を推進します。 

 

 (5) 財産及び損益の状況の推移 

①企業集団  

区 分 

 

第 6 期 

（平成 22 年度） 

第 7 期 

（平成 23 年度） 

第 8 期 

（平成 24 年度） 

第 9 期 

（当事業年度） 

営業収益 

   （百万円） 

250,778 236,846 236,405 329,329 

当期純利益 

（百万円） 

4,368 1,182 1,727 △1,945 

1 株当たり  

当期純利益 

    （円） 

218.41 59.13 

 

86.35 

 

△97.29 

総 資 産 

   （百万円） 

299,978 266,813 330,571 222,886 

純 資 産 

   （百万円） 

36,878 38,038 39,770 33,631 

1 株当たり 

純資産額（円） 

1,843.94 1,901.93 1,988.51 1,681.56 
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②当社 

区 分 

 

第 6 期 

（平成 22年度） 

第 7 期 

（平成 23 年度） 

第 8 期 

（平成 24 年度） 

第 9 期 

（当事業年度） 

営業収益 

（百万円） 

248,500 233,094 232,776 326,167 

当期純利益 

（百万円） 

1,734 1,330 1,095 △2,382 

1 株当たり      

当期純利益       

    （円） 

86.73 66.55 54.77 △119.11  

総 資 産 

   （百万円） 

290,964 259,629 323,579 216,454 

純 資 産 

   （百万円） 

31,676 33,007 34,103 31,720 

1 株当たり 

純資産額（円） 

1,583.83 1,650.38 1,705.15 1,586.04 

 

(6) 重要な親会社及び子会社の状況 

①親会社との関係 

該当事項はありません。 

②重要な子会社の状況 

会 社 名 資本金 議決権比率 主要な事業内容 

阪神高速サービス株式会社 40 百万円 100％ 
駐車場事業・人材派遣事

業・休憩所管理事業 

阪神高速技術株式会社 80 百万円 100％ 保全点検・維持修繕業務 

阪神高速パトロール株式会社 10 百万円 100％ 交通管理業務 

阪神高速トール大阪株式会社 50 百万円 100％ 料金収受業務 

阪神高速トール神戸株式会社 50 百万円 100％ 料金収受業務 

阪神高速技研株式会社  30 百万円 100％ 調査・設計・積算等業務 

株式会社高速道路開発  50 百万円 
100％ 

(33.4％)(注) 

集客施設事業・旅行事業・

ＥＴＣ活用事業 

（注）議決権比率の（ ）内は、間接所有割合で、内数であります。 

③その他 

該当事項はありません。 

 

(7) 主要な事業内容 

当社グループは、高速道路事業、受託事業及びその他の事業を行っており、各事業の内容

は以下のとおりです。 

①高速道路事業 

ア．高速道路の新設及び改築 

イ．機構から借り受けた高速道路の維持・修繕・その他の管理 

②受託事業 

国、地方公共団体等からの委託による道路の建設・管理・調査等 
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③その他の事業 

休憩所事業、駐車場事業、道路マネジメント事業、発生土再生活用事業、国際コンサル

ティング事業等 

 

(8) 主要な事業所 

①当社 

本社     大阪市中央区久太郎町四丁目 1 番 3 号 

東京事務所  東京都千代田区有楽町一丁目 7 番 1 号 

建設事業本部 大阪市西区阿波座一丁目 3 番 15 号 

大阪建設部  大阪市港区弁天一丁目 2 番 1-1900 号 

堺建設部   堺市堺区南花田口町二丁 3 番 20 号 

大阪管理部  大阪市港区石田三丁目 1 番 25 号 

神戸管理部  神戸市中央区新港町 16 番 1 号 

京都管理所  京都市伏見区深草中川原町 13 番 7 号 

②子会社 

阪神高速サービス株式会社   大阪市西区西本町一丁目 3 番 15 号 

阪神高速技術株式会社     大阪市西区西本町一丁目 4 番 1 号 

阪神高速パトロール株式会社  大阪市西区立売堀一丁目 4 番 12 号 

阪神高速トール大阪株式会社  大阪市西区立売堀一丁目 3 番 13 号 

阪神高速トール神戸株式会社  神戸市中央区雲井通四丁目 2 番 2 号 

阪神高速技研株式会社     大阪市西区阿波座一丁目 3 番 15 号 

株式会社高速道路開発     大阪市西区靱本町一丁目 11 番 7 号 

 

(9) 従業員の状況 

①企業集団  

区 分 従業員数 前事業年度末比増減 

高速道路事業 
1,892名 37名増 

受託事業 

その他の事業 75名 増減なし 

全社（共通） 171名 1名増 

合計 2,138名 38名増 

②当社 

従業員数 前事業年度末比増減 平均年齢 平均勤続年数 

677名 11名減 43.4歳 17.9年 

（注）1. 従業員数には、当社から社外への出向者（94名）を除き、社外から当社

への出向者（64名）を含めております。 

なお、従業員数には、嘱託、パートタイマー、アルバイト及び派遣は含

めておりません。 

2. 平均勤続年数は、阪神高速道路公団における勤続年数を含めております。 
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 (10) 主要な借入先 

借 入 先 借入残高 

独立行政法人日本高速道路保有・

債務返済機構 
54,057 百万円 

株式会社三井住友銀行  2,373 百万円 

株式会社みずほ銀行 2,368 百万円 

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 1,170 百万円 

株式会社りそな銀行 987 百万円 

 株式会社新生銀行 588 百万円 

 株式会社あおぞら銀行 238 百万円 

 株式会社福井銀行 146 百万円 

 株式会社池田泉州銀行 125 百万円 

 株式会社京都銀行 80 百万円 

 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 149 百万円 

 三井住友信託銀行株式会社 342 百万円 

 農林中央金庫 1,124 百万円 

 信金中央金庫 977 百万円 

株式会社山陰合同銀行 500 百万円 

（注）1. 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第 15 条第 1 項に

基づき引き受けられた債務を除いております。 

2. 株式会社みずほコーポレート銀行は、平成 25 年 7 月 1 日付けで株

式会社みずほ銀行と合併し、株式会社みずほ銀行となりました。 

 

2. 会社の株式に関する事項 

(1) 発行可能株式総数 

80,000,000 株 

 

(2) 発行済株式の総数 

20,000,000 株 

 

(3) 株主数 

7名 

 

(4) 大株主 

株 主 名 持 株 数 持株比率 

国土交通大臣    9,999,996 株  50.0% 

 大阪府    2,876,722 株  14.4% 

 大阪市    2,876,722 株  14.4% 

 兵庫県    1,827,287 株  9.1% 

 神戸市 1,827,287 株  9.1% 

 京都府     295,993 株  1.5% 

 京都市 295,993 株  1.5% 

 （注） 特別会計に関する法律等の一部を改正する等の法律（平成 25 年法律第 76 号）

が平成 26 年 4 月 1 日に施行され、社会資本整備事業特別会計が廃止されたこと
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に伴い、同日付けで国土交通大臣の保有株式全数が財務大臣に名義変更されてお

ります。 

 

 (5) その他株式に関する重要な事項 

該当事項はありません。 

 

3. 会社の新株予約権等に関する事項 

該当事項はありません。 

 

4. 会社役員に関する事項  

(1) 取締役及び監査役の氏名等（平成 26年 3月 31日現在）  

会社における地位 氏   名 担当及び重要な兼職の状況 

取締役会長 森 下 俊 三 
・西日本電信電話株式会社相談役 

・大阪瓦斯株式会社社外取締役 

代表取締役社長 山 澤 俱 和 ・株式会社阪急阪神ホテルズ相談役 

代表取締役専務取締役 幸   和 範 

・兼執行役員（経営企画部及び技術部の一部業務担

当） 

・阪神高速サービス株式会社社外取締役 

・阪神高速技術株式会社社外取締役 

常務取締役 南 部 隆 秋 

・兼執行役員（技術部の一部業務及び建設事業本部

担当） 

・日本高速道路インターナショナル株式会社社外監査

役 

常務取締役 菅 沼 孝 治 

・兼執行役員（総務人事部の一部業務及び監査室担

当） 

・阪神高速サービス株式会社取締役 

・一般財団法人阪神高速道路技術センター評議員 

取締役 網 谷 喜 明 
・兼執行役員（保全交通部及び情報システム室並びに

管理部及び京都管理所の一部業務担当） 

取締役 長谷川   新 
・兼執行役員（経営企画部の一部業務及び東京事務

所担当） 

常勤監査役 横 山 雅 之  

監査役 近 藤 勝 直 
・一般社団法人システム科学研究所監事 

・一般財団法人阪神高速地域交流センター評議員 

監査役 川 本   清 ・公益社団法人大阪港振興協会会長 

（注）1. 取締役会長森下俊三氏は、社外取締役であり、常勤監査役横山雅之氏及び監査役

近藤勝直氏は、社外監査役であります。 

2. 取締役網谷喜明氏、取締役長谷川新氏及び監査役川本清氏は、平成25年6月27日開

催の第8回定時株主総会において新たに選任され、それぞれ同日付けで就任しており

ます。 
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3. 代表取締役社長山澤俱和氏は、平成26年3月31日付けをもって株式会社阪急阪神ホ

テルズ相談役を退任しております。 

 

なお、上記のとおり専務取締役、常務取締役及び取締役が執行役員を兼務するほか、以下

の執行役員を置いております。 

会社における地位 氏   名 担   当 

執行役員 井 川 清 人 
経理部及び営業部並びに管理部及び京都管理所の一部

業務担当 

執行役員 坂 下 泰 幸 計画部及び環境景観室担当 

執行役員 中 根 愼 治 総務人事部の一部業務及び事業開発部の業務担当 

（注）1. 網谷喜明氏は、平成 25 年 6 月 27 日付けをもって執行役員を退任いたしました。 

2. 中根愼冶氏は、平成 25 年 6 月 27 日付けをもって執行役員に就任いたしました。 

 

(2) 事業年度中に退任した取締役及び監査役 

氏名 退任年月日 退任事由 
退任時の地位・担当及び 

重要な兼職の状況 

川 本   清 平成 25 年 6 月 27 日 辞  任 
・常務取締役 

・公益社団法人大阪港振興協会会長 

林 部 史 明 平成 25 年 6 月 27 日 辞  任 ・取締役 

丸 岡 耕 平 平成 25 年 6 月 27 日 辞  任 ・監査役 

 

(3) 当事業年度に係る取締役及び監査役の報酬等の額 

区 分 支給人員 支 給 額 

取 締 役 8名 

 

108百万円 

監 査 役 

（うち社外監査役） 

4名 

(2名)  

22百万円 

（19百万円） 

合  計 12名 130百万円 

 

（注）1. 取締役の報酬限度額は、平成17年9月27日開催の創立総会において年額200百万円

以内と決議いただいております。 

2. 監査役の報酬限度額は、平成17年9月27日開催の創立総会において年額70百万円以

内と決議いただいております。 

3. 当事業年度末日現在の取締役は7名（うち社外取締役は1名）、監査役は3名（うち

社外監査役は2名）であります。上記の取締役及び監査役の支給人員と相違してお

りますのは、当事業年度中に退任した取締役2名及び監査役1名が含まれることと、

無報酬の取締役が1名（社外取締役）存在しているためであります。 

4. 支給額には、役員退職慰労引当金の繰入額7百万円を含めております。 

5. 上記のほか、平成25年6月27日開催の第8回定時株主総会決議に基づき、役員退職

慰労金を下記の通り支給しております。 

    退任取締役  1名 4百万円 

    退任監査役  1名 0.3百万円 

なお、これらの金額には、当期及び当期前の事業年度に係る事業報告において開

示した役員退職慰労引当金の繰入額が含まれております。 
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(4) 社外役員に関する事項 

①他の法人等の業務執行者としての重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係 

該当事項はありません。 

②他の法人等の社外役員等としての重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係 

取締役会長森下俊三氏は、西日本電信電話株式会社相談役及び大阪瓦斯株式会社社外取

締役であります。当社は、西日本電信電話株式会社及び大阪瓦斯株式会社との間にそれぞ

れ高速道路の建設に付随する設備移設に係る取引関係があります。 

監査役近藤勝直氏は、一般社団法人システム科学研究所監事及び一般財団法人阪神高速

地域交流センター評議員であります。当社は、一般社団法人システム科学研究所との間に

調査検討業務、一般財団法人阪神高速地域交流センターとの間に調査業務等に係る取引関

係があります。 

③当事業年度における主な活動状況 

ア．取締役会及び監査役会への出席状況 

 取締役会出席回数 

（13 回開催） 

監査役会出席回数 

（20 回開催） 

取締役会長 森下 俊三 9 回 ― 

常勤監査役 横山 雅之 13 回 20 回 

監 査 役 近藤 勝直 12 回 19 回 

イ．取締役会における発言状況 

・ 取締役会長森下俊三氏は、組織運営についての豊富な経験を活かし、また社外取

締役としての独立した立場から、適宜発言を行っております。 

・ 常勤監査役横山雅之氏は、常勤者としての立場で会社全体の業務の適正性を確保

するという観点から、当社の業務運営全般について、適宜発言を行っております。 

・ 監査役近藤勝直氏は、学識経験者としての専門的知識を活かし、適宜発言を行っ

ております。 

④責任限定契約の内容の概要 

該当事項はありません。 

 

5. 会計監査人の状況  

(1) 会計監査人の名称            

新日本有限責任監査法人 

 

(2) 責任限定契約の内容の概要 

該当事項はありません。 

 

(3) 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額  

 支 払 額 

当社が支払うべき会計監査人としての報酬等の額 39,400 千円 

当社及び当社子会社が支払うべき金銭その他の財産

上の利益の合計額 
39,400 千円 

（注）当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品

取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分

できませんので、当事業年度に係る報酬等の額にはこれらの合計額を記載してお

ります。 
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(4) 非監査業務の内容 

該当事項はありません。 

 

(5) 会計監査人の解任又は不再任の決定方針 

取締役及び監査役は、会計監査人の再任の適否について、会計監査人の職務の遂行の状況

等を考慮し、毎期検討します。また、会計監査人が会社法第 340 条第 1 項に定められている

解任事由に該当すると認められる場合には、監査役は、当該会計監査人の解任につき検討し

ます。 

 

6．会社の体制及び方針 

(1) 業務の適正を確保するための体制 

当社は、会社法及び会社法施行規則の規定に基づき、平成 18 年 5 月 2 日開催の取締役会に

おいて「取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株

式会社の業務の適正を確保するために必要な体制」（内部統制システム）の整備について決議

しております。（最終改正：平成 25 年 4 月 23 日） 

１．取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 

取締役は、会社法その他の法令、定款及び社会規範を遵守した行動をとることとし、

法令遵守をあらゆる企業活動の前提とすることを徹底する。 

また、「企業理念」、「経営方針」及び「行動規範」を踏まえ、率先して当社の社会的

責任を全うすべく、適正な職務執行にあたる。 

取締役会決定、社内規則に基づき、社外の学識経験者を含むコンプライアンス委員

会、コンプライアンス社内推進委員会を通じて、コンプライアンスに関する体制の整

備、施策の実施の推進を図るとともに、コンプライアンス基本方針及びその具体的な

行動基準として定めた手引きを活用して、コンプライアンスの徹底を図る。 

業務に関し法令等に違反する事案を発見した場合に、これを看過することなく、職

場における業務の透明性を向上させるため、社員が電話、電子メール、書面又は面談

により利用できる社内相談・通報窓口のほか、社外の弁護士による社外相談・通報窓

口を設ける。相談等を行った者に対しては、不利益な取扱いをしない旨を定め、実効

性を確保する。 

暴力団等の反社会的勢力からの不当要求等への対応については、弁護士や警察等関

係機関と連携を図りつつ毅然と対応し、反社会的勢力との一切の関係を遮断する。 

定例取締役会を原則として月１回開催し、重要事項の決議を行うほか、四半期毎に

職務執行状況の報告を行うこと等を通じて、取締役の職務を相互に監督し、取締役の

職務執行の適法性を確保する。 

監査役は、取締役会のほか、経営責任者会議その他の重要な会議への出席により、

取締役の意思決定の過程及び業務の執行状況を把握し、取締役の職務執行の適法性を

確保するための牽制機能を発揮する。 

 

２．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 

取締役の職務執行に係る情報については、社内規則に基づき、文書、図画又は電磁

的記録（以下「文書等」という。）に記録し、保存する。株主総会議事録及び取締役会

議事録については、総務人事部において保存することとし、その他の取締役の職務執
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行に係る文書等についても、社内規則に基づいて適正に保存・管理する。 

 

３．損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

安全・安心・快適なネットワークを通じて「先進の道路サービスへ」を目指す企業

として、全社的なマネジメント体制の下、リスクの体系的把握・評価に努め、対策を

講ずるとともに、経営に重大な影響を与えるリスクを特定し、それらを継続的に把握

管理するための体制を運用する。 

特に、災害、事故及びシステムダウン等の対応については、社内規則等に基づき体

制を整備し、事業継続計画（ＢＣＰ）及びマニュアル等の着実な運用を図るとともに、

道路の安全性を確保するために日々の点検や補修を実施するなど想定される様々なリ

スクに対する取組みを進める。 

また、災害、事故等の緊急時の即応体制については、日頃から徹底し、随時、訓練

を実施するとともに、それらの発生に備えて、交通管制部門を２４時間体制にするな

ど、迅速かつ適切な対応ができる体制を整える。 

さらに、コンプライアンス、文書（取締役の職務の執行に係る文書を含む。）の作成

及び保存等の管理、個人情報の保護、ＥＴＣ等のセキュリティを含む情報セキュリテ

ィマネジメント並びに財務等に係るリスクへの対応については、洗い出しを行うとと

もに、それぞれのリスクの管理のため、社内規則の制定、研修の実施等の必要な措置

を講じる。 

入札及び契約に関しては、社内規則に基づき、入札監視委員会及び公正入札調査委

員会による審査など入札の公正性を保つための体制の運用を通じて、公正な入札の実

施及び運用を図るとともに、契約からの暴力団等の排除についても取組みを進める。 

取締役会は、これらの実施状況を監督し、リスク管理の徹底を図る。 

 

４．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

社内規程に基づき、各取締役及び取締役会で選任された執行役員において、業務を

効率的に分担管理する。 

また、中期経営計画の達成に向けて、担当部門毎に年度毎及び中期の経営計画を策

定し、その進捗状況を評価する経営計画・実績評価制度を運用することにより、業務

の着実かつ効率的な推進を図る。 

定例取締役会を原則として月１回開催し、重要事項の決議を行うとともに、四半期

ごとに取締役の職務執行状況の報告を行う。併せて、経営に大きな影響を及ぼす可能

性のある経営課題の把握、解決方法の検討等を行うために関係する取締役、執行役員

等をメンバーとする重要案件会議を開催し、重要課題へ的確に対応する。 

 

５．使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 

すべての社員は、会社法その他の法令、定款及び社会規範を遵守した行動をとるこ

ととし、法令遵守をあらゆる企業活動の前提とすることを徹底する。 

また、「企業理念」、「経営方針」及び「行動規範」を踏まえ、率先して当社の社会的

責任を全うすべく、適正な職務執行にあたる。 
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取締役会決定、社内規則に基づき、社外の学識経験者を含むコンプライアンス委員

会、コンプライアンス社内推進委員会を通じて、あるいはコンプライアンス基本方針

及びその具体的な行動基準として定めた手引きを活用して、コンプライアンスの徹底

を図るとともに、社内におけるコンプライアンス意識の向上に向けた社員研修等の実

施により、社員に対する継続的な啓発、支援等を行う。 

業務に関し法令等に違反する事案を発見した場合に、これを看過することなく、職

場における業務の透明性を向上させるため、社員が電話、電子メール、書面又は面談

により利用できる社内相談・通報窓口のほか、社外の弁護士による社外相談・通報窓

口を設ける。相談等を行った者に対しては、不利益な取扱いをしない旨を定め、実効

性を確保する。 

暴力団等の反社会的勢力からの不当要求等への対応については、組織的な対応をと

り、必要に応じて弁護士や警察等関係機関と連携を図りつつ毅然と対応し、反社会的

勢力との一切の関係を遮断する。 

内部監査の実施を通じて、社内のコンプライアンスの状況を点検・評価することに

より、会社の業務の適法性及び適正性を確保し、その向上を図る。 

 

６．当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 

当社は、阪神高速グループ全体の総合力の向上を目的に、グループ会社の管理に関

する基本方針及び管理内容を定めた社内規則を制定し、グループ全体の業務の適正化

及び円滑化並びに経営効率の向上を図る。 

そのため、グループ会社の経営目標、達成状況及び課題を共有し、意見交換を行う

場として、当社及びグループ会社の社長からなるグループ会社経営計画報告会を定期

的に開催する。 

また、阪神高速グループの一員としての意識を高めるとともに、グループ内で社外

相談・通報窓口の活用を図ることにより、グループ一体となったコンプライアンスを

推進する。 

監査役は必要に応じてグループ会社の業務状況等を調査する。また、監査室は、業

務の適法性・適正性・効率性を確保するため及び内部統制の確立を支援するため、関

係部門と連携を図り当社及びグループ会社に対する内部監査を定期的に実施し、その

結果を当社及び当該グループ会社の社長に報告する。 

 

７．監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人

に関する事項及びその使用人の取締役からの独立性に関する事項 

監査役室に専属の使用人を配置し、監査役又は監査役会の指示に従い監査業務を補

助させる。 

監査役室の使用人の人事異動については、事前に取締役から監査役に協議するもの

とする。また、当該使用人を懲戒に処する場合には、取締役はあらかじめ監査役の承

諾を得るものとする。 
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８．取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関す

る体制 

取締役会のほか、経営責任者会議その他の重要な会議への出席により、監査役が取

締役の意思決定の過程及び業務の執行状況を把握できる体制を確保する。 

また、監査役会との協議による「取締役が監査役会に報告すべき事項」に基づく重

大な事項の報告、文書回付等の体制の運用を通じて、監査役へ適時適切な情報提供を

実施するとともに、内部監査の実施状況、法令違反その他のコンプライアンスに関す

る事案についての社員相談・通報の状況を定期的に報告するものとする。 

 

９．その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

代表取締役と監査役は、定期的に会合をもち、経営方針を確認するとともに、会社

が対処すべき課題、会社を取り巻くリスクのほか、監査役監査の環境整備の状況、監

査上の最重要課題等について意見交換を行うことにより、相互認識と信頼関係を深め、

監査役監査の実効性確保に努める。 

また、その他の取締役についても適宜、監査役との意見交換を行うものとする。 

 

(2) 株式会社の支配に関する基本方針 

該当事項はありません。 

 

(3) 剰余金の配当等を取締役会が決定する旨の定款の定めがあるときの権限の行使に関する

方針 

該当事項はありません。 

 

（注）本事業報告中の記載金額は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。 

 



（単位：百万円）

Ⅰ 流動資産

現金及び預金

高速道路事業営業未収入金

未収入金

未収還付法人税等

未収消費税等

有価証券

仕掛道路資産

原材料及び貯蔵品

受託業務前払金

繰延税金資産

その他

貸倒引当金　　

流動資産合計

Ⅱ 固定資産

１．有形固定資産

建物及び構築物

　 減価償却累計額

機械装置及び運搬具

　 減価償却累計額

土地

リース資産

　 減価償却累計額

建設仮勘定

その他

　 減価償却累計額

　　有形固定資産合計

２．無形固定資産

ソフトウエア

その他

　　無形固定資産合計

３．投資その他の資産

投資有価証券

繰延税金資産

その他

貸倒引当金　　

　　投資その他の資産合計

固定資産合計

資産合計

連結貸借対照表
平成26年3月31日

資産の部

阪神高速道路株式会社

4,968

19,691

8,360

395

31

8,000

120,984

248

11,770

844

1,286

△7

176,576

26,522

△9,343 17,178

50,414

△31,324 19,090

4,078

1,471

△859 611

1,165

1,578

△982 596

42,719

1,273

5

1,278

784

456

1,104

△34

2,311

46,310

222,886
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（単位：百万円）

Ⅰ 流動負債

高速道路事業営業未払金

未払金

１年以内返済予定長期借入金

リース債務

未払法人税等

未払消費税等

受託業務前受金

前受金

賞与引当金

回数券払戻引当金

仕掛道路損失引当金

その他

流動負債合計

Ⅱ 固定負債

道路建設関係社債

道路建設関係長期借入金

長期借入金

リース債務

繰延税金負債

役員退職慰労引当金

ＥＴＣマイレ－ジサービス引当金

退職給付に係る負債

負ののれん

その他

固定負債合計

負債合計

Ⅰ 株主資本

資本金

資本剰余金

利益剰余金

Ⅱ その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

退職給付に係る調整累計額

負債の部

23,229

4,576

2,990

219

403

4,690

11,419

427

1,356

131

3,888

1,225

54,560

46,528

60,133

2,100

387

83

63

59

24,875

28

434

134,694

189,254

純資産の部

10,000

10,000

17,816

株主資本合計 37,816

負債・純資産合計 222,886

10

△4,194

その他の包括利益累計額合計 △4,184

純資産合計 33,631
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Ⅰ. 営業収益

Ⅱ. 営業費用

道路資産賃借料

高速道路等事業管理費及び売上原価

販売費及び一般管理費

営業損失

Ⅲ．営業外収益

受取利息

土地物件貸付料

原因者負担収入

回数券払戻引当金戻入額

負ののれん償却額

デリバティブ評価益

持分法による投資利益

その他 512

Ⅳ．営業外費用

支払利息

偽造ハイウェイカード損失

その他

経常損失

Ⅴ．特別利益

固定資産売却益

出資金償還益

Ⅵ．特別損失

固定資産売却損

固定資産除却費

投資有価証券評価損

会員権売却損

たな卸資産処分損

長期前払費用償却

減損損失

税金等調整前当期純損失

法人税、住民税及び事業税

過年度法人税等

法人税等調整額

少数株主損益調整前当期純損失

当期純損失

連結損益計算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

阪神高速道路株式会社

（単位：百万円）

329,329

131,606

195,010

4,165 330,782

1,453

10

26

13

76

147

1

106

129

42

1

4 47

988

43

39 83

2

25

17

3

4

8

3 65

1,945

970

583

303

87 974

1,945
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阪神高速道路株式会社

（単位：百万円）

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計
その他有価証
券評価差額金

退職給付に係
る調整累計額

その他の包括利
益累計額合計

平成25年４月１日残高 10,000 10,000 19,762 39,762 8 - 8 39,770

連結会計年度中の変動額

当期純損失 △ 1,945 △ 1,945 △ 1,945

株主資本以外の項目の連結会
計年度中の変動額（純額）

1 △ 4,194 △ 4,193 △ 4,193

連結会計年度中の変動額合計 - - △ 1,945 △ 1,945 1 △ 4,194 △ 4,193 △ 6,138

平成26年３月31日残高 10,000 10,000 17,816 37,816 10 △ 4,194 △ 4,184 33,631

連結株主資本等変動計算書
平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

株主資本 その他の包括利益累計額
純資産
合計
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（連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記）

１．連結の範囲に関する事項

（1） 連結子会社の数 ７社

連結子会社の名称 阪神高速サービス㈱
阪神高速技術㈱
阪神高速パトロール㈱
阪神高速トール大阪㈱
阪神高速トール神戸㈱
阪神高速技研㈱
㈱高速道路開発

（2）非連結子会社の名称等

非連結子会社の名称 阪申土木技術諮詢（上海）有限公司

連結の範囲から除いた理由

２．持分法の適用に関する事項

（1） 持分法適用の関連会社の数 ６社

関連会社の名称 ㈱情報技術
㈱テクノ阪神
内外構造㈱
㈱ハイウエイ管制
阪神施設工業㈱
阪神施設調査㈱

（2）

３．連結子会社の事業年度等に関する事項

　全ての連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と一致しております。

４．会計処理基準に関する事項

（1） 重要な資産の評価基準及び評価方法

①有価証券

その他有価証券
（時価のあるもの）

（時価のないもの）
　移動平均法による原価法によっております。

②デリバティブ

　時価法によっております。

③たな卸資産

　評価基準は主として原価法（収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）によっております。

仕掛道路資産
　個別法を採用しております。

原材料及び貯蔵品
　主として個別法を採用しております。

　非連結子会社は、小規模であり、総資産、売上高、当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に
見合う額）等は、いずれも連結計算書類に重要な影響を及ぼしていないためであります。

　決算日の市場価格等に基づく時価法によっております。（評価差額は全部純資産直入法により処理し、
売却原価は移動平均法により算定）

連結注記表

　持分法を適用していない非連結子会社（阪申土木技術諮詢（上海）有限公司）は、当期純損益（持分に見合
う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等からみて、持分法の対象から除いても連結計算書類に及ぼす影響が
軽微であり、かつ、全体としても重要性がないため持分法の適用範囲から除外しております。

　また、仕掛道路資産の建設に充当した借入資金の利息で、当該資産の工事完了の日までに発生したもの
は建設価額に算入しております。

　なお、仕掛道路資産の取得原価は、建設価額に用地取得に係る費用その他の附帯費用を加算した価額
に労務費・人件費等のうち道路建設に要した費用として区分された費用の額及び除却工事費用等資産の取
得に要した費用の額を加えた額としております。
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（2） 重要な減価償却資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

　なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物及び構築物 ５～60年
機械装置及び運搬具 ５～17年
その他 ５～10年

②無形固定資産（リース資産を除く）

　定額法を採用しております。

③リース資産

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

（3）重要な引当金の計上基準

①貸倒引当金

②賞与引当金

③回数券払戻引当金

④仕掛道路損失引当金

⑤役員退職慰労引当金

⑥ＥＴＣマイレージサービス引当金

　将来の道路資産の引渡時の損失に備えるため、当連結会計年度末の仕掛道路資産のうち、損失の発生が見
込まれ、かつ、その金額を合理的に見積もることが可能なものについて、損失見込額を計上しております。

　回数通行券の廃止に伴う払戻に備えるため、販売実績、使用実績及び払戻実績等に基づいて算出した発生
見込額を計上しております。

　役員の退職慰労金の支出に備えるため、役員退職慰労金規程に基づく期末要支給額を計上しております。

　従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額のうち当連結会計年度の負担額を計上してお
ります。

　ＥＴＣマイレージサービス制度による高速道路通行料金割引に備えるため、マイレージポイント発生見込額を計上
しております。

　当社は定額法、連結子会社は定率法（ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（附属設備は除く）は定
額法）を採用しております。

　また、阪神高速道路公団から承継した資産については、上記耐用年数を基にした中古資産の耐用年数によって
おります。

　なお、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（５年）に基づいております。

　なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成20年３月31日以前のリース取引に
ついては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

　債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率に基づき、貸倒懸念債権等特定の債権
については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
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（4） その他連結計算書類作成のための重要な事項

①繰延資産の処理方法

道路建設関係社債発行費
支出時に償却しております。

②退職給付に係る会計処理の方法

退職給付見込額の期間帰属方法

数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

③重要な収益及び費用の計上基準

完成工事高及び完成工事原価の計上基準

道路資産完成高
　工事完成基準を適用しております。

受託業務収入

④消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。

（会計方針の変更に関する注記）

　　退職給付に関する会計基準等の適用

　なお、１株当たり純資産額は209円75銭減少しております。

　過去勤務費用については、その発生時に一括費用処理しております。
　数理計算上の差異については、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の
一定の年数（10年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理しており
ます。

　退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従っており、当連
結会計年度末において、当該変更に伴う影響額をその他の包括利益累計額の退職給付に係る調整累計額に加減
しております。
　この結果、当連結会計年度末において、退職給付に係る負債が24,875百万円計上されるとともに、その他の包括利
益累計額が4,194百万円減少しております。

　当連結会計年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工事進行基準
（工事の進捗率の見積りは原価比例法）を、その他の工事については工事完成基準を適用しております。

　退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法につ
いては、期間定額基準によっております。

　「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号　平成24年５月17日。以下「退職給付会計基準」という。）
及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号　平成24年５月17日。以下「退職
給付適用指針」という。）を当連結会計年度末より適用し（ただし、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適
用指針第67項本文に掲げられた定めを除く。）、退職給付債務から年金資産の額を控除した額を退職給付に係る負
債として計上する方法に変更し、未認識数理計算上の差異を退職給付に係る負債に計上しております。

　また、連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合
要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
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（連結貸借対照表に関する注記）

(1) 投資有価証券のうち非連結子会社及び関連会社に対するもの

株式 555百万円

(2) 担保資産及び担保付債務

(3) 偶発債務

①

②

（連結株主資本等変動計算書に関する注記）

(1) 発行済株式の種類及び総数に関する事項

(2) 自己株式の種類及び株式数に関する事項

　　該当事項はありません。

(3) 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

　　該当事項はありません。

(4) 配当に関する事項

　　該当事項はありません。

（金融商品に関する注記）

(1) 金融商品の状況に関する事項

158,000百万円

　当社グループは、主に独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構と締結した「大阪府道高速大阪池田線等に
関する協定」及び「京都市道高速道路１号線等に関する協定」に基づく高速道路の新設、改築等を行うために必要な
資金を社債発行や銀行借入により調達しております。一時的な余資は安全性の高い譲渡性預金等の手段により運用
し、また、短期的な運転資金を銀行借入により調達しております。

　なお、一部の連結子会社が、運用収益の確保を目的として、債券及びデリバティブが組み込まれた複合金融商品（仕
組債）等を保有しておりますが、当該連結子会社の社内規程に基づき、取締役会の決議、承認を得て売買取引を執行
しているほか、為替相場及び市場金利の動向等を踏まえ取締役会において定期的に運用状況を報告するなど、急激な
環境の変化に即座に対応できる体制を整えております。

　独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第15条の規定により、高速道路の新設、改築、修繕又は
災害復旧に要する費用に充てるために負担した債務を独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に引き渡
した額のうち、以下の金額については、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構と連帯して債務を負ってお
ります。

　営業債権である高速道路事業営業未収入金は、高速道路事業におけるクレジットカード会社に対するETC料金未収
入金等であり、信用リスクは僅少であります。また、営業債務である高速道路事業営業未払金は、そのほとんどが１年以
内の支払期日であります。

　道路建設関係長期借入金の一部は、変動金利であるため金利の変動リスクに晒されておりますが、金利変動リスクを
最小限に止めるため、固定金利である社債と変動金利である民間借入金とのバランスを考慮しながら調達を行うこととして
おります。

　なお、上記引渡しにより道路建設関係社債が62,536百万円、道路建設関係長期借入金が86,500百万円それぞ
れ減少しております。

（独）日本高速道路保有・債務返済機構

　高速道路株式会社法第８条の規定により、当社の総財産を、道路建設関係社債46,528百万円(額面46,600百万
円）及び独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第15条の規定により独立行政法人日本高速道路保
有・債務返済機構に引き渡した道路建設関係社債118,900百万円（額面）の担保に供しております。

　独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構の保有する債券等に対して、次のとおり債務保証を行っておりま
す。

　日本道路公団等民営化関係法施行法第16条の規定により、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機
構が阪神高速道路公団から承継した債券（国が保有している債券を除く。）に係る債務については、独立行政法人
日本高速道路保有・債務返済機構と連帯して債務を負っております。

（独）日本高速道路保有・債務返済機構 318,530百万円

当連結会計年度
期首株式数（千株）

当連結会計年度
増加株式数（千株）

当連結会計年度
減少株式数（千株）

当連結会計年度
末株式数（千株）

発行済株式
　普通株式 20,000 　　　　　　　　　　　- 　　　　　　　　　　　- 20,000

　　　　　合計 20,000 　　　　　　　　　　　- 　　　　　　　　　　　- 20,000
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(2) 金融商品の時価等に関する事項

（注1） 金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

資　産

　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(6)有価証券及び投資有価証券

負　債

(1)高速道路事業営業未払金、(2)未払金、(4)未払法人税等及び(5)未払消費税等

　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(3)１年以内返済予定長期借入金、(7)道路建設関係長期借入金及び(8)長期借入金

(6)道路建設関係社債

　当社の発行する社債の時価は、市場価格に基づき算定しております。

（注2） 　非上場株式（連結貸借対照表計上額575百万円）は、市場価格がなく、かつ、将来キャッシュ・フローを見積も
ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「資産（6）有価証券及び投資有価証
券」には含めておりません。

　平成26年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

　これらの時価は、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映し、また、当社の信用状態は実行後大きく異なって
いないことから、時価は帳簿価額にほぼ等しいと考えられるため、当該帳簿価額によっております。
　固定金利によるものは、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値に
より算定しております。

(1)現金及び預金、（2）高速道路事業営業未収入金、（3）未収入金、（4）未収還付法人税等及び（5）未収消費税等

　これらの時価は、取引所の価格又は取引金融機関から提示された価格によっております。また、譲渡性預金について
は、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

連結貸借対照表
計上額（百万円）

時価（百万円） 差額（百万円）

(1) 現金及び預金 4,968 4,968 -

(2) 高速道路事業営業未収入金 19,691 19,691 -

(3) 未収入金 8,360 8,360 -

(4) 未収還付法人税等 395 395 -

(5) 未収消費税等 31 31 -

(6) 有価証券及び投資有価証券 8,208 8,208 -

資産計 41,657 41,657 -

(1) 高速道路事業営業未払金 23,229 23,229 -

(2) 未払金 4,576 4,576 -

(3) １年以内返済予定長期借入金 2,990 2,990 -

(4) 未払法人税等 403 403 -

(5) 未払消費税等 4,690 4,690 -

(6) 道路建設関係社債 46,528 47,734 1,206

(7) 道路建設関係長期借入金 60,133 60,133 -

(8) 長期借入金 2,100 2,100 -

負債計 144,652 145,859 1,206
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（１株当たり情報に関する注記）

　１株当たり純資産額

　１株当たり当期純損失金額

（注）１.　

　  　２.　１株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

当期純損失

普通株主に帰属しない金額

普通株式に係る当期純損失

普通株式の期中平均株式数

（重要な後発事象に関する注記）

内外構造㈱による自己株式の取得

(1) 企業結合の概要

①被取得企業の名称及びその事業の内容
被取得企業の名称 内外構造㈱
事業の内容 高速道路の保全点検業務

②企業結合を行った主な理由
高速道路の保全点検業務の一層の品質管理体制を確保し、当社グループの企業価値の向上を図るため

③企業結合日
平成26年４月２日

④企業結合の法的形式
現金を対価とする株式取得

⑤結合後企業の名称
内外構造㈱

⑥取得した議決権比率
企業結合直前に所有していた議決権比率 13.8%
企業結合日に追加取得した議決権比率 52.9%
取得後の議決権比率 66.7%

⑦取得企業を決定するに至った主な根拠
内外構造㈱の自己株式の取得により、阪神高速技術㈱の持分比率が高まったため

(2) 被取得企業の取得原価及びその内訳

(3) 負ののれん発生益の金額及び発生原因

①負ののれん発生益の金額　
405百万円

②発生原因
受け入れた資産及び引き受けた負債に配分された純額が自己株式の取得原価を上回ったため

(4) 企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

①資産の額　　　　　　
流動資産  1,045百万円
固定資産  119百万円
資産合計  1,164百万円

②負債の額　　　　　　
流動負債  222百万円
固定負債 154百万円
負債合計  376百万円

1,945百万円

20,000千株

1,681円56銭

97円29銭

1,945百万円

-

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、１株当たり当期純損失金額であり、また、潜在株式が存
在しないため記載しておりません。

　これに伴い、当社の連結子会社である阪神高速技術㈱は、同社の議決権の過半数を保有することとなり、同社は当社の
連結子会社となりました。

　当社の持分法適用関連会社である内外構造㈱は、発行済株式の一部を自己株式として平成26年４月２日付で取得して
おります。

取得の対価 企業結合直前に保有していた内外構造㈱の企業結合日における時価 108百万円
企業結合日に交付した現金 　16百万円

取得原価 125百万円
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Ⅰ 流動資産
現金及び預金
高速道路事業営業未収入金
未収入金
未収還付法人税等
有価証券
仕掛道路資産
貯蔵品
受託業務前払金
前払費用
繰延税金資産
その他
貸倒引当金

Ⅱ 固定資産
A  高速道路事業固定資産
有形固定資産

建物
構築物
機械及び装置
車両運搬具
工具、器具及び備品
建設仮勘定

無形固定資産
ソフトウエア
その他

B  関連事業固定資産
有形固定資産

建物
構築物
機械及び装置
車両運搬具
工具、器具及び備品
土地
建設仮勘定

無形固定資産
ソフトウエア
その他

C  各事業共用固定資産
有形固定資産

建物
構築物
工具、器具及び備品
土地
リース資産
建設仮勘定

無形固定資産
ソフトウエア
その他

D  その他の固定資産
有形固定資産

土地
E  投資その他の資産
投資有価証券
関係会社株式
長期前払費用
その他
貸倒引当金

3,532

0 0 3,532

0

41

555

0

0

328

475 5,039

555 555

2,006

20

562

△34 1,259

216,454
42,816

阪神高速道路株式会社

（単位：百万円）

4,034
19,718

121,021
142

69
386

△6

7,751

8,000
394

流動資産合計

11,770

552

4,564

383

1,163

474

245
28

2,987

113

82

0

1,328

1

354

0

32,428

31,875

553

173,637

貸借対照表
平成26年3月31日

695

71
66

19,043

843
11,155

資産の部

96

固定資産合計
資産合計
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Ⅰ 流動負債
高速道路事業営業未払金
１年以内返済予定長期借入金
未払金
リース債務
未払費用
未払法人税等
未払消費税等
預り金
受託業務前受金
前受金
賞与引当金
回数券払戻引当金
仕掛道路損失引当金
その他

Ⅱ 固定負債
道路建設関係社債
道路建設関係長期借入金
その他の長期借入金
リース債務
繰延税金負債
受入保証金
退職給付引当金
役員退職慰労引当金
ＥＴＣマイレ－ジサービス引当金

Ⅰ 株主資本
資本金
資本剰余金

資本準備金

利益剰余金
その他利益剰余金

固定資産圧縮積立金
高速道路事業別途積立金
関連事業別途積立金
繰越利益剰余金

21

4,574

負債の部

46,528
60,133

93

2,990

（単位：百万円）

674
131

500

9,964
11,419

259

18,421

2,586

418

55,946

利益剰余金合計
株主資本合計

純資産の部

流動負債合計

固定負債合計
負債合計

資本剰余金合計

△1,520

151
13,086

3

3,888

負債 ･純資産合計
純資産合計

89

2,100

49
19,780

31

10,000

11,720

216,454

11,720
31,720
31,720

184,733

10,000

10,000

59
128,787

14
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Ⅰ．高速道路事業営業損益

1. 営業収益

料金収入

道路資産完成高

その他の売上高

2. 営業費用

道路資産賃借料

道路資産完成原価

管理費用

高速道路事業営業損失

Ⅱ．関連事業営業損益

1. 営業収益

休憩所等事業収入

駐車場事業収入

受託業務収入

その他営業事業収入

2. 営業費用

休憩所等事業費

駐車場事業費

受託業務事業費

その他営業事業費

関連事業営業利益

全事業営業損失

Ⅲ．営業外収益

受取利息

有価証券利息

受取配当金

土地物件貸付料

原因者負担収入

回数券払戻引当金戻入額

雑収入

Ⅳ．営業外費用

支払利息

偽造ハイウェイカード損失

雑損失

経常損失

Ⅴ．特別利益

固定資産売却益

Ⅵ．特別損失

固定資産売却損

固定資産除却費

減損損失

税引前当期純損失

法人税、住民税及び事業税

過年度法人税等

法人税等調整額

当期純損失

損益計算書
平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

（単位：百万円）

2,337

173,305

142,747

20 316,073

131,606

146,009

40,794 318,410

阪神高速道路株式会社

78

516

166

9

913

8,584

10,093

77

232

961

8,619

9,891

202

2,135

0

1,841

27

13

50 344

48

0 50

1

0

76

2

2,382

1,802

172

103 579

303

0

4141

1
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阪神高速道路株式会社

（単位：百万円）

資本剰余金

固定資産
圧縮積立金

高速道路事業
別途積立金

関連事業
別途積立金

繰越利益
剰余金

平成25年４月１日残高 10,000 10,000 150 12,152 3 1,796 14,103 34,103 34,103

事業年度中の変動額

固定資産圧縮積立金
の取崩 △ 4 4 - - -

税率変更に伴う固定資産
圧縮積立金の増加 5 △ 5 - - -

別途積立金の積立 933 △ 933 - - -

当期純損失 △ 2,382 △ 2,382 △ 2,382 △ 2,382

事業年度中の変動額合計 - - 1 933 - △ 3,316 △ 2,382 △ 2,382 △ 2,382

平成26年３月31日残高 10,000 10,000 151 13,086 3 △ 1,520 11,720 31,720 31,720

株主資本
合計

資本準備金

その他利益剰余金

利益剰余金
合計

株主資本等変動計算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

株主資本

純資産合計
資本金

利益剰余金
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重要な会計方針に係る事項に関する注記

１． 資産の評価基準及び評価方法
（１）有価証券

　子会社株式及び関連会社株式
　　移動平均法による原価法によっております。
　その他有価証券
　　（時価のないもの）
　　移動平均法による原価法によっております。

（２）たな卸資産
　評価基準は主として原価法（収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）によっております。
①仕掛道路資産
　　個別法を採用しております。

　なお、仕掛道路資産の取得原価は、建設価額に用地取得に係る費用その他の附帯費用を加算した価額に労務費・人
件費等のうち道路建設に要した費用として区分された費用の額及び除却工事費用等資産の取得に要した費用の額を加
えた額としております。
　また、仕掛道路資産の建設に充当した借入資金の利息で、当該資産の工事完了の日までに発生したものは建設価額
に算入しております。

②貯蔵品
　　主として個別法を採用しております。
　　　

２． 固定資産の減価償却の方法
（１）有形固定資産（リース資産を除く）

　定額法を採用しております。
　なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
　　　　　構築物　　 　　　　５～60年
　　　　　機械及び装置　　 ５～17年

（２）無形固定資産（リース資産を除く）
　定額法を採用しております。
　なお、ソフトウエア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（５年）に基づいております。

（３）リース資産
　リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法を採用しております。

３． 引当金の計上基準
（１）貸倒引当金

　債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率に基づき、貸倒懸念債権等特定の債権については
個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

（２）賞与引当金
　従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。

（３）回数券払戻引当金
　回数通行券の廃止に伴う払戻に備えるため、販売実績、使用実績及び払戻実績等に基づいて算出した発生見込額を計
上しております。

（４）仕掛道路損失引当金
　将来の道路資産の引渡時の損失に備えるため、当事業年度末の仕掛道路資産のうち、損失の発生が見込まれ、かつ、そ
の金額を合理的に見積もることが可能なものについて、損失見込額を計上しております。

（５）退職給付引当金
　従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しておりま
す。
①退職給付見込額の期間帰属方法
　退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、期間定額基
準によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
　過去勤務費用については、その発生時に一括費用処理しております。
　数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）に
よる定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。

（６）役員退職慰労引当金
　役員の退職慰労金の支出に備えるため、役員退職慰労金規程に基づく期末要支給額を計上しております。

（７）ＥＴＣマイレージサービス引当金
　ETCマイレージサービス制度による高速道路通行料金割引に備えるため、マイレージポイント発生見込額を計上しておりま
す。

個別注記表

　また、阪神高速道路公団から承継した資産については、上記耐用年数を基にした中古資産の耐用年数によっております。
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４． 収益及び費用の計上基準
完成工事高及び完成工事原価の計上基準

道路資産完成高
　工事完成基準を適用しております。

受託業務収入

５． その他計算書類作成のための基本となる重要な事項
（１）繰延資産の処理方法

　道路建設関係社債発行費
　　支出時に償却しております。

（２）退職給付に係る会計処理
　退職給付に係る未認識数理計算上の差異の未処理額の会計処理の方法は、連結計算書類におけるこれらの会計処理
の方法と異なっております。

（３）消費税等の会計処理
　消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

　当事業年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工事進行基準（工事の進捗率の見積り
は原価比例法）を、その他の工事については工事完成基準を適用しております。
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貸借対照表に関する注記

１． 担保資産及び担保付債務
　　　　高速道路株式会社法第８条の規定に基づき、総財産を道路建設関係社債○,○○○百万円の一般担保に供しております。

２． 有形固定資産の減価償却累計額
40,228百万円

３． 偶発債務

(1)

（独）日本高速道路保有・債務返済機構
1,247,340百万円318,530百万円

(2)

　

（独）日本高速道路保有・債務返済機構
158,000百万円

４． 関係会社に対する金銭債権債務

損益計算書に関する注記

関係会社との取引高

株主資本等変動計算書に関する注記

自己株式の種類及び株式数に関する事項
　　該当事項はありません。

　高速道路株式会社法第８条の規定により、当社の総財産を、道路建設関係社債46,528百万円(額面46,600百万円）及び独
立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第15条の規定により独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に
引き渡した道路建設関係社債118,900百万円（額面）の担保に供しております。

独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構の保有する債券等に対して、次のとおり債務保証を行っております。

　　日本道路公団等民営化関係法施行法第16条の規定により、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が阪
神高速道路公団から承継した債券（国が保有している債券を除く。）に係る債務については、独立行政法人日本高速道路
保有・債務返済機構と連帯して債務を負っております。

　　独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第15条の規定により、高速道路の新設、改築、修繕又は災害
復旧に要する費用に充てるために負担した債務を独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に引き渡した額のう
ち、以下の金額については、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構と連帯して債務を負っております。

　　なお、上記引渡しにより道路建設関係社債が62,536百万円、道路建設関係長期借入金が86,500百万円それぞれ減
少しております。

短期金銭債権 103百万円

短期金銭債務 10,700百万円

営業取引
高速道路事業営業収益 1百万円
高速道路事業営業費用 30,984百万円
関連事業営業収益 640百万円
関連事業営業費用 795百万円

営業取引以外の取引 1,499百万円
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税効果会計に関する注記

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

道路資産賃借料に係る未経過リース料期末残高相当額

　　なお、当該賃借料の支払期日は平成62年９月30日であります。

　　独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構との協定による、道路資産賃借料に係る未経過リース料
　 期末残高相当額は、以下のとおりであります。

１年以内 137,147百万円
１年超　 5,908,985百万円
合計　 6,046,132百万円

（繰延税金資産）

　退職給付引当金 7,039 百万円
　回数券払戻引当金 46 百万円
　賞与引当金 240 百万円
　仕掛道路損失引当金 1,383 百万円
　未払事業税 5 百万円
　ETCマイレージサービス引当金 21 百万円
　減損損失 589 百万円
　前受金 90 百万円
　その他 289 百万円

繰延税金資産小計 9,706 百万円
評価性引当額 △ 9,320 百万円
繰延税金資産合計 386 百万円

（繰延税金負債）

　固定資産圧縮積立金 △ 83 百万円
　その他 △ 5 百万円

繰延税金負債合計 △ 89 百万円

繰延税金資産の純額 296 百万円

　流動資産－繰延税金資産 386 百万円
　固定負債－繰延税金負債 △ 89 百万円

繰延税金資産の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれております。

（注） １．　道路資産の未経過リース料の金額は変動する場合があります。当社及び独立行政法人日本高速道路保有・債務返済
機構は、道路資産の貸付料を含む協定について、おおむね５年ごとに検討を加え、必要がある場合には、相互にその変
更を申し出ることができるとされております。ただし、道路資産の貸付料を含む協定が独立行政法人日本高速道路保
有・債務返済機構法第17条に規定する基準に適合しなくなった場合等、業務等の適正かつ円滑な実施に重大な支障が
生ずるおそれがある場合には、上記の年限に関わらず、相互にその変更を申し出ることができるとされております。

２．　道路資産の貸付料は、実績料金収入が、計画料金収入に計画料金収入の変動率に相当する金額を加えた金額（加
算基準額）を超えた場合、当該超過額（実績料金収入-加算基準額）が加算されることとなっております。また、実績料金
収入が、計画料金収入から計画料金収入の変動率に相当する金額を減じた金額（減算基準額）に足りない場合、当該
不足額（減算基準額-実績料金収入）が減算されることとなっております。

- 32 -



関連当事者との取引に関する注記

（１）法人主要株主等

（２）子会社等

受託業務
収入

2,030 未収入金 274

受託事業
による前
受金の受
入

2,120
受託業務
前受金

10,734

科目
期末残高
（百万円）

主要株主
（会社等）

国土交通省
（国土交通大
臣）

東京都
千代田区

－
国土交通
行政

（被所有）
直接
　　　50.0

高速道路
建設、改
築事業等
に関する
分担金の
支払い等

資本金
（百万円）

事業の
内容

議決権等
の被所有
割合（％）

関連当事
者との関

係
取引内容

取引金額
（百万円）

種類 会社等の名称 所在地

子会社
阪神高速技術
株式会社

大阪市
西区

80

高速道路
の保守点
検・維持
修繕業務

（所有）
直接
　　 100.0

高速道路
の保守点
検･維持
修繕業務
の委託

役員の兼
任

資金の預
り
（※）

－ 預り金 5,820

関連当事
者との関

係
取引内容

取引金額
（百万円）

科目
期末残高
（百万円）

種類 会社等の名称 所在地
資本金

（百万円）
事業の
内容

議決権等
の所有割
合（％）

（注） １．取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には、消費税等が含まれております。

２．一般の取引条件と同様に決定しております。

（注）※   当社では、グループ内の資金を一元管理するキャッシュ・マネジメント・システム（以下「ＣＭＳ」という。）を導入しておりますが、ＣＭＳ
を用いた資金取引について取引の内容ごとに取引金額を集計することは困難であるため、期末残高のみを記載しております。
　なお、金利については、市場金利を勘案して合理的に決定しております。

- 33 -



（３）兄弟会社等

１株当たり情報に関する注記

重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。

（注）※

※

※

※ ４．独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第12条第１項第４号に基づく借入金であり、無利子であります。

１．独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第13条第１項の規定により支払を行っております。

２．独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第15条の規定により、高速道路の新設、改築、修繕又は災害復旧
　に要する費用に充てるために負担した債務を、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に引き渡しております。
　  また、引き渡した債務について、当社は連帯して債務保証を行っております。なお、保証料は受け取っておりません。

３．日本道路公団等民営化関係法施行法第16条の規定により、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が阪神
　高速道路公団から承継した債券について、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に対して債務保証を行って
　おります。なお、保証料は受け取っておりません。

５．取引金額には消費税等は含まれておりません。期末残高には、道路建設関係長期借入金及び１年以内返済予定長期
　借入金を除き消費税等が含まれております。

高速道路
事業営業
未払金

11,766

高速道路
事業営業
未収入金

3,071

14,214

道路建設
関係長期
借入金

52,133

1年以内
返済予定
長期借入
金

1,924

－ －

高速道路
事業営業
未収入金

1,715

道路建設
関係債務
の引渡
（※２）

149,036
高速道路
事業営業
未払金

41

主要株主
（会社等）
が議決権
の過半数
を自己の
計算にお
いて所有
している
会社等

独立行政法人
日本高速道路
保有・債務返
済機構

東京都
港区

5,491,663

高速道路
に係る道
路資産の
保有及び
貸付け、
承継債務
等の返済
等

なし

議決権等
の所有割
合（％）

関連当事
者との関

係
取引内容

取引金額
（百万円）

道路資産
の賃借

道路資産
賃借料の
支払
（※１）

131,606

道路資産
と債務の
引渡

完成道路
資産の引
渡

142,747

借入金の
連帯債務

債務保証
（※２、
３）

476,530

資金の
借入

道路建設
関係借入
金の借入
（※４）

科目
期末残高
（百万円）

種類 会社等の名称 所在地
資本金

（百万円）
事業の
内容

１株当たり純資産額 1,586円4銭

１株当たり当期純損失金額 119円11銭

　　　２.　１株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

当期純損失 2,382百万円
普通株主に帰属しない金額 -                         
普通株式に係る当期純損失 2,382百万円
普通株式の期中平均株式数 20,000千株

（注）１.　潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、１株当たり当期純損失金額であり、 また、潜在株式
        が存在しないため記載しておりません。
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連結計算書類に係る会計監査人監査報告書謄本 
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会計監査人の監査報告書謄本 
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監査役会の監査報告書謄本 
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（決議事項） 

 

 

第１号議案 剰余金処分の件 

剰余金処分の内容は、以下に記載のとおりであります。 

当社としては、平成２４年度補正予算（緊急経済対策）の一環として位置付

けられた緊急修繕事業の一部について利益剰余金の活用を前提とした事業実施

等により計上した高速道路事業に係る当期純損失２，５１８百万円を補うべく、

高速道路事業別途積立金１３，０８６百万円のうちから当該額を取り崩すことと

させていただきたく存じます。 

なお、当期は無配当とさせていただきたくお願い致します。 

 

 （剰余金の処分に関する事項） 

 

 １．増加する剰余金の項目とその金額 

繰越利益剰余金       ２，５１８，０９０，２９４円 

 

 ２．減少する剰余金の項目とその金額 

            高速道路事業別途積立金   ２，５１８，０９０，２９４円 
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第２号議案 取締役選任の件 

  取締役 7名全員は、本総会の終結の時をもって任期満了となりますので、取締

役７名の選任をお願いしたいと存じます。 

  取締役候補者は、次のとおりであります。 
 

候補者 

番号 
氏 名 

（生年月日） 

略歴、当社における地位、担当 
（重要な兼職の状況） 

所有する当

社の株式数 

１ 
森
も り

 下
した

 俊
しゅん

 三
ぞう

 

（昭和 20 年 4 月 8 日） 

昭和 45年 4月 
平成 14年 6月 
 
平成 14年 6月 
 
平成 16年 3月 
 
平成 20年 6月 
平成 24年 6月 

日本電信電話公社入社 
東日本電信電話株式会社代表取締役副

社長 

エヌ・ティ・ティ・ベトナム株式会社代表取
締役社長（兼任） 
西日本電信電話株式会社代表取締役 
社長 
同 取締役相談役 
阪神高速道路㈱取締役会長 
（現在に至る） 
 

なし 

（重要な兼職の状況） 
西日本電信電話株式会社相談役 
大阪瓦斯株式会社社外取締役 

 

２ 
山
やま

 澤
ざわ

 俱
と も

 和
かず

  

（昭和 22 年 11 月 26 日） 

昭和 46年 4月 
平成 12年 6月 
平成 14年 4月 
平成 14年 4月
平成 19年 6月 
平成 24年 4月 
平成 24年 6月 
平成 24年 6月      

京阪神急行電鉄㈱入社 
阪急電鉄㈱取締役（統括本部長） 
同 取締役 
㈱第一阪急ホテルズ代表取締役社長 
阪急阪神ホールディングス㈱取締役 
㈱阪急阪神ホテルズ代表取締役会長 
同 相談役 
阪神高速道路㈱代表取締役社長 
（現在に至る） 
 

  なし 

３ 
幸
ゆき

   和
かず

 範
のり

 

（昭和 22 年 11 月 15 日） 

昭和 47年 4月 
平成 13年 5月 
平成 15年 5月 
平成 16年 6月 
平成 17年 10月 
平成 18年 6月 
平成 24年 9月 

 

阪神高速道路公団採用 
同 計画部次長 
同 工務部長 
同 審議役 
阪神高速道路㈱執行役員 
同 常務取締役 
同 代表取締役専務取締役 
 （現在に至る） 
 

なし 

（重要な兼職の状況） 
阪神高速サービス㈱社外取締役（非常勤） 
阪神高速技術㈱社外取締役（非常勤） 
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４ 
岡
おか

 本
も と

   博
ひろし

 

（昭和 28 年 10 月 3 日） 

昭和 54年 4月 
平成 13年 5月  
 
平成 15年 4月 
平成 17年 10月 
平成 20年 7月  
平成 23年 1月 
平成25年 10月 

建設省採用  
国土交通省道路局企画課道路事業 
調整官 
同 九州地方整備局道路部長 
同 道路局企画課長 
同 九州地方整備局長 
同 国土交通省国土地理院長 
阪神高速道路㈱ 経営・技術アドバイザー 

（現在に至る） 

なし 

 

５ 
長
は

 谷
せ

 川
がわ

  新
しん

 

（昭和 34 年 9 月 10 日） 

昭和 57年 4月 
昭和 63年 6月 
平成 13年 7月 
 
平成 14年 8月 
平成 17年 8月 
平成 19年 7月 
平成 21年 7月 
 
平成 23年 7月 
平成 25年 6月 

建設省採用 
同 近畿地方建設局道路部路政課長 
都市基盤整備公団都市整備部都市整備
企画課長 
国土交通省河川局水政課水利調整室長 
同 関東地方整備局建政部長 
阪神高速道路㈱ 経営企画部長 
国土交通省総合政策局行政情報化推進

課長  

内閣官房地域活性化統合事務局次長 
阪神高速道路㈱取締役 
（現在に至る） 

なし 

 

６ 
井
い

 川
かわ

 清
きよ

 人
と

 

（昭和 29 年 10 月 26 日） 

昭和 52年 4月  
平成 14年 7月 
平成 15年 5月 
平成 16年 6月 
平成 17年 10月 
平成 18年 7月 
平成 19年 7月 
平成 20年 7月 
平成 21年 7月 
平成 24年 7月 

阪神高速道路公団採用 
同 業務部経済課長 
同 経理部資金課長 
同 人事部人事課長 
阪神高速道路㈱総務人事部人事ｸﾞﾙｰﾌﾟ長  

同 経営企画部次長 
同 営業部次長 
総務人事部付（阪神高速ﾄｰﾙ大阪㈱）出向） 

同 営業部長 
同 執行役員 
（現在に至る） 

 

なし 

７ 

中
なか

 根
ね

 愼
しん

 治
じ

 

（昭和 31 年 5 月 21 日） 

 

昭和 57年 4月 
平成 17年 4月 
平成 18年 4月 
平成 19年 4月 
平成 21年 4月 
平成 23年 4月 
平成 25年 4月 
平成 25年 6月 
 

 

大阪府採用 
同 土木部交通道路室街路課長 
同 都市整備部交通道路室交通対策課長 

同 都市整備部交通道路室道路整備課長

同 富田林土木事務所長 
同 都市整備部交通道路室長 
同 都市整備部理事 
阪神高速道路㈱ 執行役員 
（現在に至る） 
 

なし 

（注 1）  各候補者と当社の間には、特別の利害関係はありません。  

（注 2）  森下俊三氏は、社外取締役候補者であります。  

（注 3）  井川清人氏は、平成２６年６月２６日付けで阪神高速サービス㈱社外取締役（非常勤）に就任

を予定しております。 
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第３号議案 監査役選任の件 
 

監査役３名全員は、本総会の終結の時をもって任期満了となりますので、監査

役３名の選任をお願いしたいと存じます。 

なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。 

監査役候補者は、次のとおりであります。 
 

候補者
番号 

氏 名 
（生年月日） 

略歴、当社における地位 
（重要な兼職の状況） 

所有する当
社の株式数 

１ 
越
お

 智
ち

   浩
ひろし

 

（昭和 37年 11月 12日） 

昭和 60 年 4 月 
平成 18 年 8 月 
 
平成 19 年 8 月 
平成 21 年 9 月 
平成 23年 10月 
 
平成 25 年 8 月
平成 26 年 6 月 

 

警察庁採用 
同 生活安全局生活安全企画課
犯罪抑止対策室長 
大阪府警察本部生活安全部長 
中部管区警察局広域調整部長 
警察庁刑事局組織犯罪対策部 
薬物銃器対策課長 
大阪府警察本部警務部長 
警察庁長官官房付 
（現在に至る） 
  

なし 

２ 
川
かわ

 本
も と

   清
きよし

 

（昭和 25 年 1 月 5 日） 

昭和 49 年 4 月 
平成 12 年 4 月 
 
平成 16 年 4 月 
平成 17 年 4 月 
平成 19 年 4 月 
平成 22 年 6 月 
平成 25 年 6 月 
 
 

大阪市採用 
同 港湾局副理事（大阪港埠頭公社
出向） 
同 港湾局企画振興部長 
同 港湾局計画整備部長 
同 港湾局長 
阪神高速道路㈱常務取締役 
同 非常勤監査役 
 （現在に至る） 

なし 

（重要な兼職の状況） 
公益社団法人大阪港振興協会会長 
 

３ 
廣
ひろ

 田
た

 玉
たま

 枝
え

 

（昭和 24年 3月 13日） 

昭和 46 年 4 月 
平成 11 年 4 月 
平成 18 年 4 月 
平成 20 年 2 月 
平成 21年 3月 
 
 

法務省採用 
同 松山保護観察所長 
同 名古屋保護観察所長 
同 大阪保護観察所長 
同 退職 
（現在に至る） なし 

（重要な兼職の状況） 
大阪家庭裁判所家事調停委員 
武庫川女子大学非常勤講師 

（注１）上記各候補者と当社の間には、特別の利害関係はありません。  

（注２）越智浩氏及び廣田玉枝氏は、社外監査役候補者であり、豊富な業務経験と見識を活か

し、会社全体の業務の適正性を確保するという観点からの監査を期待しております。 
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第４号議案 退任取締役に対する退職慰労金支給の件 

本総会の終結の時をもって、取締役を辞任されます取締役南部隆秋氏、菅沼孝治

及び網谷喜明氏に対して、在任中の功労に報いるため、当社における一定の基準に

従い、相当額の範囲内で退職慰労金を支給することとし、その具体的金額、支給の時

期、方法等は、取締役会に御一任願いたいと存じます。 

退任取締役の略歴は、次のとおりであります。 
 

氏  名 略    歴 

南部 隆秋 平成 17 年 10 月 当社常務取締役（現在に至る） 

菅沼 孝治 平成 22 年 9 月     当社常務取締役（現在に至る） 

 

    網谷 喜明 

 

平成 23 年 4 月     当社執行役員 

平成 25 年 6 月     当社取締役（現在に至る） 
 

 


